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	（１） 申立手数料
	（２） 成立手数料等
	当事者双方は、事件が解決したときは、和解契約書又は仲裁判断書に記載された成立手数料及び費用を本センターに納付しなければなりません。
	（１） 和解あっせん手続の解決方法
	和解あっせん手続において、当事者は、以下の紛争を除いて、特定和解（和解あっせん手続において、紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの）を求めることができます。
	①　消費者契約に関する紛争
	②　個別労働関係紛争
	③　人事・家庭に関する紛争
	ただし、養育費等に係る金銭債権（民事執行法第１５１条の２第１項各号に掲げる義務に係る金銭債権）に係るものは適用対象となる。
	④　調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律（令和５年法律第１６号）の適用を受けるもの
	（２） 和解あっせんの成立
	（３） 特定和解の執行決定
	（ア）特定和解に基づいて民事執行をしようとするときは、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定（特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定）を求める申立てをしなければなりません。
	（イ）上記（ア）の申立てをする場合、次に掲げる書面を提出しなければなりません。
	①　当事者が作成した特定和解の内容が記載された書面
	②　当該特定和解が当センターの和解あっせん手続において成立したものであること
	を証明する書面
	（ウ）上記（２）の規定により作成する特定和解が成立した場合の和解契約書は、上記（イ）①及び②を兼ねる書面となります。また、本センターは、特定和解の成立による和解あっせん手続終了後、上記（ア）の申立てしようとする者の求めに応じて、和解契約書の写しに原本と相違ない旨を記載した書面を作成し、これを交付します。この場合において、謄写を行う当事者は、実費を支払わなければなりません。
	（４） 仲裁判断
	(ア) 仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければなりません。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足ります。
	(イ) 仲裁判断書には、次の事項を記載します。ただし、第四号については、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りではありません。
	(ウ) 仲裁廷は、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを前記（１）和解あっせんの成立（ウ）の方法により当事者に送達しなければなりません。
	（５） 和解あっせんの不成立
	(ア) あっせん人は、紛争の性質その他一切の事情を考慮し、和解あっせんによる解決の見込みがない（当事者の一方が正当な理由なく、３回以上の期日又は連続して２回以上の期日に欠席したとき、当事者の一方が、和解をする意思がないことを明確に表示したときは、和解あっせん手続による解決の見込みがないものとみなす。）と判断したとき（仲裁手続に移行する場合を除く。）は、和解あっせん手続を終了させます。
	(イ) 前項の規定により和解あっせん手続が終了したときは、あっせん人は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に送達して手続を終了させます。また、和解あっせん人は、期日において和解あっせん手続を終了させる場合は、出頭した当事者に対し、和解あっせん手続を終了させる旨及びその理由を告げなければなりません。
	（６） 申立人の取下げ
	（ア）申立人は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、申立てを取り下げることができます。
	（７） 相手方の離脱
	（ア）相手方は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、手続から離脱することができます。
	（８） 仲裁手続の終了
	（ア）仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了します。
	（イ）仲裁廷は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければなりません。

